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第８章 配慮書の案から配慮書への主な修正点 

本事業の計画段階環境配慮書の案についての意見を勘案するなどして、計画段階

環境配慮書の案の記載事項について検討を加え、計画段階環境配慮書において行

った主な修正内容は表 8-1 に示すとおりである。 

なお、データの時点修正、表現の適正化及び誤字、脱字等の修正については適宜

行った。 

 

表 8-1 計画段階環境配慮書の案の記載事項の主な修正内容 

計画段階 

環境配慮 

書の案の 

頁 

計画段階環境配慮書の案 計画段階環境配慮書 

P8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
注）計画ごみ質のデータは、現有 3 施設の調査データを

元に設定している。 

P56 事業実施想定区域及びその周辺には、「土壌汚

染対策法」（平成 14 年法律第 53 号）に基づく「要

措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の指定

地区はない。また、愛知県への聞き取りによると、

事業実施想定区域は、過去においても、土壌汚染

に係る要措置区域及び形質変更時要届出区域に指

定された経歴はない。 

事業実施想定区域及びその周辺には、「土壌汚

染対策法」（平成 14 年法律第 53 号）に基づく「要

措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の指定

地区はない。また、愛知県への聞き取りによると、

事業実施想定区域は、過去においても、土壌汚染

に係る要措置区域及び形質変更時要届出区域に指

定された経歴はない。 

なお、平成 26 年 10 月に、事業実施想定区域北

側の隣接地で、カドミウム、鉛、ふっ素及びほう

素による土壌汚染が確認されたが、汚染原因は特

定されていない。また、地下水への汚染は確認さ

れていない。 
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